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１．環境経営方針 
 

＜行動指針＞ 
 

 

公害防止と環境保全を最優先し、安全で安定的なごみ処理を実現すると

ともに、持続可能な資源循環型の社会に貢献できる施設を目指して、下記

項目に取り組みます。 

記 

１．環境関連法規等及び地域住民と締結した公害防止協定を遵守
じゅんしゅ

します。 

２．節電及び化石燃料の逓減
ていげん

に努め、二酸化炭素排出量を削減します。 

３．廃棄物の発生抑制、資源物のリサイクル、グリーン購入を進めます。 

４．水資源の節水及び再利用を実施します。 

５．化学物質は環境に配慮し適正に使用します。 

６．一般廃棄物処理において熱回収し環境に配慮します。 

７．環境教育を実施し、環境全般に対する職員の意識改革に努めます。 

８．持続可能な経済・社会づくりのため、環境経営の継続的改善を推進し

ます。 

９．環境活動レポート等を公表すると伴に、環境活動啓発を行います。 

 

 

改定 令和 5年 3月 20日 

那覇市・南風原町環境施設組合 

事務局長 
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２．事業活動の概要 

２－１．組合の概要 

 （１）名   称   那覇市・南風原町環境施設組合 

 

 （２）構 成 団 体   那覇市、南風原町 

 

 （３）設 立 年 月 平成 11年 11月 22日（沖縄県知事許可） 

 

（４）設立許可日 那覇市 平成 11年 11月 22日、南風原町 平成 11年 11月 22日 

 

（５）組 合 機 構（令和 6年 4月 1日現在） 

       ○行政機関 管 理 者  知 念  覚（那 覇 市 長） 

                  副 管 理 者   赤嶺 正之（南風原町長） 

                  会計管理者  石川 泰江（那覇市会計管理者） 

          事 務 局 長  辺土名 朝次（環境管理責任者） 

                   職 員 数  37人 

                                     

○議決機関 組合議会議員 9人（那覇市 6人、南風原町 3人） 

       ○     監 査 委 員 2人（識見者 1人、議員 1人） 

 

  （６）所 在 地   沖縄県島尻郡南風原町字新川 650番地 

 

  （７）事業計画の概要 

    那覇市・南風原町環境施設組合は、「那覇市及び南風原町から搬入されるごみ

（一般廃棄物）を処理する、ごみ処理施設の建設」を目的に設立された一部事務

組合である。その後、還元施設と最終処分場を建設し、３施設の管理運営の業務

を行っている。 

 

 （８）事業の範囲 

      ①ごみ処理施設「那覇・南風原クリ－ンセンタ－」の設置及び管理運営に関する

事務 

  ②最終処分場「那覇エコアイランド」の設置及び管理運営に関する事務 

      ③還元施設「環境の杜ふれあい」の設置及び管理運営に関する事務 

     ※全施設が、環境活動対象施設である。 

 

 （９）環境管理責任者及び担当課（令和 6年 4月 1日現在） 

    環境管理責任者    事務局長 辺土名 朝次 

    担当課（環境活動事務局）  総務企画課 

℡ 098-882-6713  FAX 098-882-6722 
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２－２．施設の概要  

（１）那覇・南風原クリーンセンター （南風原町字新川 650番地）                                       

①処理方式  全連続燃焼式ストーカ炉（廃熱ボイラ－付）+ 電気式灰溶融炉 

        ＋破砕選別設備（もやさないごみ、そ大ごみ） 

  

②処理能力  a：焼却炉    450ｔ/日 （150ｔ/日×3炉） 

        b：灰溶融炉    52ｔ/日 （ 26ｔ/日×2炉） 

          c：破砕選別設備   39ｔ/5ｈ（もやさないごみ 33ｔ/5ｈ、 

そ大ごみ 6ｔ/5ｈ） 

 

③ボイラ   水管ボイラ、最大蒸発量（23ｔ/ｈ×3缶） 

蒸気圧力 4.0MPa（40.8kg/㎠）  蒸気温度 400℃ 

 

④発電容量  8,000㎾ 

 

⑤排ガス処理 ろ過式集じん器（活性炭・消石灰吹込み）、 

触媒反応塔（アンモニア吹込み） 

 

⑥煙 突   鉄筋コンクリート造、高さ 75m 

 

⑦車 両   ホイルローダー２台、ミニホイルローダー１台、 

ミニ油圧ショベル１台、フォークリフト２台 

       ４ｔダンプ１台、８ｔダンプ１台、１０ｔダンプ１台 

小型乗用車２台(電気自動車、ハイブリット車) 
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〈処理フロー図〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑧管理運営の方式及び業務内容  

【委託部門】焼却炉（発電設備を含む）及び灰溶融炉の運転管理業務、維持管理業務、

環境管理業務、情報管理業務及び関連業務 

 【直営部門】計量業務、プラットホ－ムの監視業務及び破砕選別設備の運転管理業務、 

（16人） 維持管理業務、環境管理業務、情報管理業務及び関連業務 

 

 ⑨環境を考える学習の場 

  ごみに関する様々な情報や知識をゲーム感覚で学習し、各機器の仕組みや役割を楽

しく理解してもらうための工夫をして、施設見学を受け入れている。また、屋上を

はじめ敷地内緑化に取り組んでいる。 

令和 6年度施設見学者数   3,668人 

研修室収容定員            160人 

 

 ⑩処理手数料  家庭系一般廃棄物（60円/10kg）、事業系一般廃棄物（130円/10kg） 

  

⑪供 用 開 始  平成 18年４月 

 

 

（２）那覇エコアイランド（那覇市港町４丁目３番６の地先） 

 ①処理方式  流入調整＋第１凝集沈殿処理（カルシウム凝集） 

＋生物処理（硝化・脱窒・再ばっ気）＋第２凝集沈殿処理 

＋高度処理（砂ろ過・活性炭吸着）＋消毒放流設備 
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 ②処理する廃棄物の種類   処理飛灰、溶融処理物 

 

③処理能力  90㎥/日 

 

④管理運営の方式及び業務内容 管理運営委託（4人） 

 

⑤供用開始  平成 19年 4月 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈那覇エコアイランド排出処理の流れ〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）環境の杜ふれあい（南風原町字新川 588番地） 

①屋内施設  体育室（695㎡）、トレーニング室（140㎡）、研修室（114㎡） 

              談話室（58㎡）、会議室（38㎡）、浴室（197㎡）、サウナ（19㎡） 

       岩盤浴（46㎡）、体力測定室（22㎡）、学習コーナー（41㎡）等 

 

②屋外施設  多目的広場（60ｍ×40ｍ芝生広場）、駐車場（77台収容） 

 

 ③管理運営の方式及び業務内容 指定管理者制度（25名） 



 7 

 ④電 気   那覇・南風原クリーンセンターの余剰電力を使用。 

 

⑤開 館 年  平成 19年 7月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）環境の杜ふれあい公園 

 ①公園の概要 

  芝広場   （有料施設）約 1,600㎡ 

  多目的広場       約 8,900㎡ 

  駐車場         58台（内、障がい者専用 2台） 

 

 ②管理運営の方式及び業務内容  

維持管理：業務委託 5名、直営 

 

 ③開園年 令和 3年 7月 
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２－３．令和６年度実績 

（１）ごみ処理量（資源ごみを除く） 総搬入量 96,954ｔ(約 265.63ｔ/日) 

①もやすごみ     92,952ｔ(95.87％) 

②もやさないごみ   2,111ｔ( 2.22％) 

③そ大ごみ      1,891ｔ( 1.95％) 

    

（２）発電量、買電量、使用電力量及び売電量 

①発電量          47,113,630kWh 

②買電（受電）量          871,340kWh 

③使用電力量            21,892,592kWh 

④売電（逆送）量        26,092,378kWh 

 

（３）有価物売払量    5,676ｔ(約 473.00ｔ/月) 

①鉄類             1,138ｔ(約 94.83ｔ/月) 

②アルミ              48ｔ(約  4.02ｔ/月) 

③スラグ           4,207ｔ(約 350.60ｔ/月) 

④溶融メタル         283ｔ(約 23.55ｔ/月) 

 

（４）最終処分量     3,726.93ｔ(3,382.66㎥) 

   ①処理飛灰         3,687.96ｔ(3,352.69㎥) 

   ②溶融処理物         38.97ｔ(  29.97㎥) 

２－４．施設の規模等 

（１） 那覇・南風原クリーンセンター 

敷地面積 37,997ｍ2  建築面積 10,125ｍ2  延べ床面積 23,938ｍ2 

活動規模 単位 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

資源投入量 ｔ 97,389 98,693 96,954 

従業員組合 ※１ 人 37 36 37 

 

（２）那覇エコアイランド 

埋立容量約 107,000㎥  敷地面積 2.7㏊  建築面積 1,115.8ｍ2  延べ床面積 1,797.7ｍ2 

活動規模 単位 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

埋立量 ㎥ 3,683 3,508 3,383 

残余容量 ㎥ 33,331 29,823 26,440 

 

（３）環境の杜ふれあい 

敷地面積 10,553ｍ2   建築面積 3,069ｍ2  延べ床面積 3,068ｍ2    ※２ 

 

※１ 従業員は那覇・南風原クリーンセンター組合職員（会計年度任用職員含む）のみ表示。那覇

エコアイランド及び環境の杜ふれあいについては、委託及び指定管理者のため省略。 

※２ 環境の杜ふれあいの建築面積及び延べ床面積は財産台帳より記載。 
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３．実施組織 

 

（令和６年４月１日現在） 

 

 

○ 環境推進責任者は、環境活動部会及び環境推進員へ環境経営方針、環境経営目標、

環境経営計画等の啓発を行う。 

○ 職員は、環境推進員として、環境経営方針、環境経営目標、環境経営計画等を理

解し、環境経営計画を実施する。 

○ 取り組む環境経営目標は、次に示す通りである。 

①環境法令の遵守及びそれに基づくリスク管理、②二酸化炭素排出量の削減、③

廃棄物処理量削減及びリサイクル率の向上、④使用水量の削減、⑤グリーン購入

率の向上、⑥コピー用紙使用量の削減、⑦化学物質は環境に配慮し適正に使用す

る、⑧一般廃棄物処理において熱回収し環境へ配慮する。 

 

那覇市・南風原町環境施設組合  

事務局長 

 環境活動管理責任者 

環境活動事務局 

環境活動管理委員会 

環境活動事務局責任者 

総務企画課長 

     

クリーンセンター 

施設担当課長 

職 員    

（環境活動推進員） 

     

職 員    

（環境活動推進員） 

    

環境活動部会長 環境活動副部会長 

 

（総務企画課長） 

クリーンセンター統括責任者

委託（興南施設） 

那覇エコアイランド 

委託（興南施設） 

環境の杜ふれあい 

（共同企業体） 

環境活動部員 環境活動部員 

事務局次長 

     

環境活動推進責任者 
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４．環境経営目標と実績 

４－１．環境経営目標      

令和 4年度～令和 6年度目標値は、令和 2年度の実績を基準としています。 

エコアクション 21の必須項目である CO2の排出量に関して、当組合は、構成市町から

排出される一般廃棄物の処理施設であり、CO2排出の要因である受入ごみ量の削減目標を

自らでは設定できないため、平成 30年度基準量と同量に横ばいに推移するものとした。 

化学物質の適正使用については、ごみ焼却に伴い発生する有害物質を法令規制値以下

に抑制する事を目的としている事から、地域との「公害防止協定」で約束した協定値を

遵守する。      

  単位 
令和 2年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

基準 目標 目標 目標 

CO2排出量及び目標値 
t-CO2 

※１ 0% 0% 0% 

(ごみ焼却に伴う) 45,858 45,858 45,858 45,858 

廃棄物排出量及び目標

値 ※２ 
ｔ 

  △1％ △1％ △1％ 

1.04 1.02 1.02 1.02 

使用水（上水）量及び目

標値 ※３ 
㎥ 

  △1％ △1％ △1％ 

17,341 17,167 17,167 17,167 

グリーン購入率及び目

標値※４ 
％ 

  1％  2％  3％  

73.5 74.2 74.9 75.7 

リサイクル率及び目標

値※５ 
％ 

  0%  0%  0%  

7.38 7.38 7.38 7.38 

コピー用紙使用量及び

目標値※６ 
枚 

  △1％ △2％ △3％ 

108,000 106,920 105,840 104,760 

熱回収量 kWh 
 0% 0% 0% 

506.29 506.29 506.29 506.29 

化学物質使用目標 環境に配慮し適正に使用します。 

対象期間は令和 4年度～令和 6年度 

令和 2年度基準値は実績値 

      

※１ 令和 2 年度 CO2 排出量の基準値は、組合、環境の杜ふれあい及びエコアイランド分（44,538,494 ㎏

-CO2＋(購入電力 930,537 kWh×排出係数 0.786 ㎏-CO2＝731,402 ㎏-CO2)）＝45,269,896 ㎏-CO2で

算定。【購入電力の排出係数は、沖縄電力の平成30年度実排出係数0.786(ｋｇ-CO2 ／kWh)を用いた。】 

令和 4年度、令和 5年度、令和 6年度の CO2 排出量実績値の算定においても排出係数は固定し、平

成 30年度の排出係数「0.786」にて算定する。      

※２ 廃棄物排出量目標値は、基準年に対して１％削減を目標とする。 

※３ 上水使用量目標値は、基準年に対して１％削減を目標とする。 

※４ グリーン購入率は、組合内で使用する特定調達物品についてのみを対象としている。 

 目標値は基準値対し毎年度１％増を目標とする。 

※５ リサイクル率は、受託した一般廃棄物処理量からリサイクルされる割合（循環資源率）を算出。 

 算定式は、循環資源使用量／資源使用量で示す。構成市町から排出される廃棄物のため循環資源

量を自ら増やすことが難しいため目標値は、平成 30年度基準率と同率を維持するものとした。 

※６ コピー使用量目標値は、基準年に対して毎年度１％削減を目標とする。       
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４－２．環境実績 

 

環境への負荷 単位 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

① 温室効果ガス排出量 二酸化炭素 ※１ kg-CO2 43,360,429 50,371,422 50,713,050 

② 受託した一般廃棄物の 収集運搬量 t －   

  処理量 中間処理量 t 97,389 98,693 96,954 

    うち再資源化等量 t 104,555 102,184 98,896 

  最終処分量 t －   

  中間処理後の一廃の処分量 t 4,156  3,963 3,727 

  中間処理後の一廃の再資源化等量 t 104,555  102,184 98,896 

③ 廃棄物排出量及び 

一般廃棄物 

（再生利用） t 0.53  0.6 0.59 

  廃棄物最終処分量 （熱回収量） t 0.00 0.00  0.00  

  最終処分量 t 0.00 0.00  0.00  

  
産業廃棄物 

（     ） t － － － 

  最終処分量 t － － － 

④－１ 総排水量 公共用水域 m3 － － － 

  下水道    m3 13,891 15,309 16,964 

④－２ 水使用量 上水     m3 21,339  18,613 20,268 

  工業用水  m3 90,467  92,753 82,482 

  地下水  m3 － － － 

⑤ 化学物質使用量 

 

kg 27,750 33,290 26,200 

⑥ エネルギー使用量 購入電力（新エネルギーを除く） MJ 3,877,704  4,277,383 3,448,411 

  化石燃料    MJ 12,387,209  12,483,648 7,680,780 

  新エネルギー  MJ 179,548,236  174,075,408 169,609,068 

  その他 MJ － －  

⑦－１ 物質使用量 資源使用量  t 97,389  98,693 96,954 

     （スラグ、メタル等） 循環資源使用量 t 6,672  5,001 5,676 

⑦-2  リサイクル率  

     (スラグ、メタル等） 
循環資源率 ％ 6.85 5.07 5.86 

⑧ サイト内で循環的利用 利用された物質量 t － － － 

  を行っている物質量等 水の利用量 m3 27,740  27,740 27,740 

⑨ グリーン購入率    ％ 77.2 68.2 64.3 

⑩ コピー用紙使用量   枚 128,500 120,000 100,000 

⑪ 熱回収量   ※２ トン当たりの発電量 ｋWｈ 495.59 492.34 498.00 

⑫ 施設内見学者数    人 3,485 3,900 3,668 
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特 記 事 項 

      

※１ 二酸化炭素排出係数は令和４年度～令和６年度の間は、平成 30年度の「0.786」にて固定。

※２ 熱回収量は、トン当たり発電量を用いた自家発電量／ごみ焼却量で表している。 

     

視察見学者からのお礼の手紙   
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５．環境経営計画 

対象施設等 項 目 ・ 内 容 

管 

理 

棟 

(１)ＣＯ２排出量及び総エネルギー量の削減 

  ①室内温度が２８℃程度になるように設定。 

  ②非使用ヵ所の消灯の徹底を図る。 

  ③自然風光を積極的に有効活用する。 

(２)水資源投入量の削減 

  ①不必要な開栓をしないよう周知を図る。 

  ②水道埋設管の漏洩の有無確認のため定期的にメーターを確認する。 

(３)廃棄物の削減 

  ①４Ｒに基づく環境づくり（ごみ箱、資源回収箱の設置及び配置等適正分別し易い環

境づくり）を行う。 

  ②グリーン購入を徹底する。 

(４)用紙の削減 

  ①使用済み用紙の裏面を利用する。 

  ②両面コピーを推進する。 

  ③パソコンのインフォメーション活用によるペーパレスを推進する。 

 

那
覇
エ
コ
ア
イ
ラ
ン
ド 

工 

場 

棟 

・ 

(１)委託業者及び納入業者については、環境活動へ協力を要請する。 

(２) ＣＯ２排出量の削減 

  ①使用重機の状況を確認し、適正な運行を行う。 

  ②車両の自主的点検整備を継続して行う。 

(３)水資源投入量の削減 

  ①不必要な開栓をしないよう周知を図る。 

  ②水道埋設管の漏洩の有無確認のため定期的にメーターを確認する。 

那
覇
エ
コ
ア
イ
ラ
ン
ド 

 

廃
棄
物
搬
入
者
・ 

(１)委託業者及び納入業者については、環境活動へ協力を要請する。 

(２) ＣＯ２排出量の削減 

  ①アイドリングストップを推奨する。 

(３)水資源投入量の削減 

  ①洗車時の節水について周知を図る。 

て
の
広
報
等 

外
部
に
対
し 

  ①施設周辺の不法投棄パトロールを実施する。 

  ②環境月間パネル展へのパネル展示（那覇市役所本庁）。 

  ③ホームページを活用する。 

  ④施設見学者に環境活動についての啓発活動を行う。 

環
境
の
杜
ふ
れ
あ
い 

  ①４Ｒに基づく環境づくりを行う。 

  ②利用者に対して環境活動への協力を呼びかける。 

  ③エアコンの温度を調整し、事務所室内温度が２８℃程度になるように設定する。 

  ④非使用ヵ所の消灯の徹底を図る。 

  ⑤施設管理を徹底する。 
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６．環境への取組結果の評価、次年度の取組内容 

 

 

※基準値を令和 2年度実績としており、コロナウイルス感染症による影響がある。 

 

６－１．CO2排出量 

目標値に対し実績値は 11.05％の増となっており、目標未達成である。 

次年度の取組内容：構成市町と連携して分別指導及びごみ搬入量等の削減に努めてい

く。 

  

６－２．廃棄物排出量 

 目標値に対し実績値は 57.84％の減となっており削減は達成である。 

 次年度の取組内容：廃棄物排出量削減について引き続き削減に努めていく。 

 

６－３．使用水量 

 目標値に対して 18.06％の増で目標未達成である。 

未達成の要因として、基準となる令和 2 年度は新型コロナウイルス感染症により環境

の杜ふれあいの休館や利用制限があったため、使用水量が少なくなったと考えられる。 

次年度の取組内容：今後も引き続き、環境の杜ふれあい及び事務所内について節水の

取組みを継続していく。 

 

No 項目 単位 
令和２年度 

実績 

令和６年度 
評価 

目標 実績 

１ CO2排出量及び削減目標 ｔ-CO2 
 

45,858 

0% 

45,858 

11.05％ 

50,713 
未達成 

２ 
廃棄物排出量及び削減目

標 t 
 

1.04 

△1% 

1.02 

△57.84% 

0.59 
達成 

３ 
使用水（上水）量及び削減

目標 ㎥ 
 

17,341 

△1% 

17,167 

18.06％ 

20,268 
未達成 

４ グリーン購入率 ％ 
  

73.5 

3% 

75.7 

△15.05％ 

64.3 
未達成 

５ リサイクル率 ％ 
  

7.38 

0％ 

7.38 

△21.95％ 

5.86 
未達成 

６ 
コピー用紙使用量及び削

減目標 枚 
 

108,000 

△3% 

104,760 

△4.54％ 

100,000 
達成 

７ 
熱回収量（トン当たり発電

量） 
kWh 

 

  506.29 

0.0% 

506.29 

△1.63％ 

498.00 
― 

８ 化学物質使用量         Kg 
 

26,700 
－ 

△1.88％ 

26,200 
― 
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６－４．グリーン購入率 

目標値に対して実績値は 15.05％減となっており目標未達成である。環境ラベルの有

無を確認して購入しているが、購入品目によっては環境ラベルに対応していないものも

あった。 

 次年度の取組内容：購入方針に沿って引き続き取り組みを継続していく。 

 

６－５．リサイクル率 

目標値に対して実績値は 21.95％減となっており目標未達成である。リサイクル率の

算出方法は資源重量（可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ）に対して循環資源（鉄類、スラ

グ、メタル等）量の重量割合である。循環資源量の割合の多い方がリサイクル率が向上

する。 

 

６－６．コピー用紙使用量 

目標値に対して実績値は 4.54％の減で目標達成である。 

その要因として、持ち込みごみの事前受付用紙を計量棟へ印刷して渡していたのを、

データでの受け渡しに変更したため、使用量が減ったと考えられる。 

次年度の取組内容：今後も裏紙の使用、パソコンによるインフォメーションの活用な

ど使用量の減に引き続き取り組みを継続していく。 

 

６－７．熱回収量 （自家発電量／ごみ焼却量で算出） 

当施設はごみの焼却に伴う廃熱で自家発電しており、環境に負荷をかけない運用であ

ることは評価できると考える。また、施設内の電気を全て賄い、還元施設「環境の杜ふ

れあい」にも供給し、更に余った電気（余剰電力）を電力会社へ売電している。 

次年度の取組内容：クリーンセンターの安全、安定的な稼働に向けて廃棄物発電の取

り組みを図っていく。 

 

６－８． 化学物質使用量 

 有害物質を基準値以下に抑えるために化学物質を適正に使用し、地域と結んだ「公害

防止協定」の協定基準値を遵守している。 

次年度の取組内容：今後も適正使用に努める。 
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７．代表者による全体の評価と見直し 

 

 今回の環境への取組結果の評価については、6項目中 4項目が達成できなかった。 

 「廃棄物排出量」については、目標を達成することができた。引き続き環境への負荷

等に配慮し事業活動に取り組むものとする。 

 「コピー用紙使用量」は目標値に対して実績値が 4.54％の減であった。令和 3 年 12

月より始まった持ち込みごみの事前受付について、受付用紙を計量棟へ印刷して渡して

いたのを、令和 6年 7月より電子化したため、使用量が減少している。 

次に目標を達成することができなかった 4 項目については、目標達成に向けて取り組

みを強化していく。 

「使用水量」については、目標値に対して実績値が 18.06％の増であった。その要因

として、基準となる令和 2 年度は新型コロナウイルス感染症により環境の杜ふれあいの

休館や利用制限があったため、使用水量が少なくなったと考えられる。 

今後においても、公害防止と環境保全を最優先し、安全で安定的な廃棄物処理施設と

しての管理運営に努め、環境への取組み状況について検証及び見直しを行うとともに、

持続可能な経済・社会づくりのためにＳＤＧｓへの取り組みも含め、循環型社会の構築

に貢献できる施設として、業務全体の改善が図られるよう取り組んでいきたい。 
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８.環境関連法規への違反、訴訟等の有無 

８－１．当組合に適用される環境関連法規等 

№ 環境関連法規制等 主な条項 
(令：施行令、則：規則) 

手続き・遵守事項 関係する法令等 担当部署 遵守 

状況 

1 ダイオキシン類対策特別措
置法 

第8条第1項、第12
条第 1項、第 28条
第 1項～第 3項 

・排出基準の遵守 ・特定施設の設置届出 
・排出ガス、ばいじん及び焼却灰等の測定と
県への報告 

同法施行令・施
行規則 

クリーンセンター ○ 

2 大気汚染防止法 
第 3条、第 6条第 1
項、第 16条 第 18
条 

・排出基準の遵守 ・特定施設の設置届出 
・ばい煙量等の測定 

同法施行令・施
行規則 クリーンセンター ○ 

3 騒音規制法 
第 5条、第 6条第 1
項 

・規制基準の遵守 
・特定施設の設置届出 

同法施行令・施
行規則 クリーンセンター ○ 

4 振動規制法 
第 5条、第 6条第 1
項 

・規制基準の遵守 
・特定施設の設置届出 

同法施行令・施
行規則 クリーンセンター ○ 

5 
廃棄物の処理及び清掃に
関する法律 

第 9条の 3第 1項、
第 5項～第 7項 

・一般廃棄物処理施設の設置届出 
・焼却施設、最終処分場の維持管理基準及
び計画による維持管理 
・維持管理状況のインターネットでの開示な
ど 

同法施行規則 クリーンセンター ○ 

6 
公害防止協定書（周辺７自
治会との協定書）   

・排ガス排出濃度の協定値遵守及び測定結
果の報告 
・ごみ搬入車輌対策 ・センター内の衛生管
理 

  クリーンセンター ○ 

7 

特定化学物質の環境への
排出量の把握等及び管理
の改善の促進に関する法
律※環境汚染物質排出移
動登録制度（PRTR) 

第 5条 
・化学物質排出量及び移動量の把握 
・毎年度測定結果を県を経由し、国へ報告 

同法施行令・施
行規則 クリーンセンター ○ 

8 消防法 第 8条、第 17条 3
の 3 

・消防訓練の実施 
・消防設備点検結果を所管消防署へ報告(3
年に 1回)R5年度実施 

・那覇市・南風原
町環境施設組合
消防計画 
・同法施行令・施
行規則 

クリーンセンター ○ 

9 電気事業法 第 106条 
沖縄総合事務局経済産業部へ報告 
・自家用発電所運転半期報(年２回)                           

電気関係報告規
則第 2条 クリーンセンター ○ 

10 
・水質汚濁防止法 
・廃棄物の処理及び清掃に
関する法律 

・水濁法：第 14条第
1項 
・廃掃法：第8条の2
第 1項第 1号 

・放流水(44項目)の水質検査(1回/年) 
・放流水(5項目)の水質検査(1回/月) 
・周辺海域の水(25項目)の水質検査(2回/
年) 

一般廃棄物の最
終処分場及び産
業廃棄物の最終
処分場に係る技
術上の基準を定
める省令 

クリーンセンター ○ 

11 最終処分場の整備と管理
に係る協定 

第 5条 3項 ・上記 3項目(10)を那覇港管理組合へ報告(1
回/年) 

最終処分場の整
備と管理に係る
協定書 5条 3項
に係る協議 

クリーンセンター ○ 

12 浄化槽法 第 10条、第 11条 浄化槽の清掃・点検 2回/月 

環境省関係浄化
槽法施行規則沖
縄県浄化槽取扱
要網 

総務企画課 ○ 

13 那覇市･南風原町環境施設
組合グリーン購入指針 

4 物品の購入方法
(4) 

本組合指針による運用状況の報告(年 1回) グリーン購入法 総務企画課 ○ 

14 フロン排出抑制法 
第 16条､19条､86
条 空調機の定期点検（年 2回） 

同法施行令・施
行規則 

総務企画課 
クリーンセンター 

○ 

15 
雨水の利用の推進に関す
る法律 第 5条 雨水を継続的に活用  

総務企画課 
クリーンセンター 

〇 

○環境関連法規等遵守状況確認の手順 
①確認時期：年１回 12月までに行う。  
②確認方法：インターネット等を活用して情報収集を行う。  
③確認体制：各担当者が環境関連法規等の遵守状況をチェックし、必要に応じて修正等を行い、確認日及び 

確認者押印を行う。各課でとりまとめ環境活動推進責任者（事務局次長）の承認を得た上で、事 
務局へ報告する。事務局はそれを一覧表に取りまとめる。 

○違反等の指摘について：関係当局からの違反等の指摘はない。 

８－２苦情・訴訟について ： 当組合の環境関連に関する苦情・訴訟はない。 


